キャリアパス要件等資料

介護職員処遇改善交付金事業実施要領（国版）
－　抜　粋　－
４　キャリアパスに関する要件等
平成２２年１０月以降に提供された介護サービスを根拠とする交付金の額（以下４において「交付額」という。）については、次の一及び二に定める要件（以下「キャリアパス要件等」という。）の適合状況に応じた所定の率を介護報酬総額に乗じて得た額とする。
キャリアパス要件等については、交付額の根拠となる介護サービス提供月の前月末日又は　１０に規定する承認申請の日【注】（平成２２年１０月以降の申請に限る。）までに・・・・・キャリアパス要件等届出書を都道府県あて提出していることをもって要件に適合したものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
一　キャリアパスに関する要件
ア　次の①から③までに掲げる要件に該当していること。
①　介護職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。
②　①に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的に支払われるものを除く。）について定めている。
③　①及び②の内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。
イ　アによりがたい場合はその旨をすべての介護職員に周知した上で、次に掲げる要件に該当していること。
介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上のための目標及び次の①又は②に掲げる具体的な取り組みを定め、すべての介護職員に周知していること。
①　資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施（OJT、OFF-JT等）するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
②　資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用（交通費、受講料等）の援助等）の実施
二　平成２１年介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件
次に掲げる事項をすべての介護職員に周知していること。
平成２０年１０月から届け出を要する日の属する月の前月までに実施した、平成２１年４月の介護報酬改定を踏まえた処遇改善（賃金改善を除く。）の内容及び当該改善に要した費用の概算額
５　交付金見込額の計算
交付金見込額については、次の計算による。
介護報酬総額×交付率（※）（一円未満の端数切り捨て）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
※　交付率については、別紙１の表１に定める率を用いる。

別紙１
　表１　交付金対象サービス
	サービス区分

	キャリアパス要件等の適合状況に
応じた交付率

	
	表３の①
に該当
（ア）
	表３の②
に該当
（イ）
	表３の③
に該当
（ウ）

	・（介護予防）訪問介護
・夜間対応型訪問介護
	４．０％

	(ア)の率
×０．９

	(ア)の率
×０．８


	・（介護予防）訪問入浴介護
	１．８％
	
	

	・（介護予防）通所介護
	１．９％
	
	

	・（介護予防）通所リハビリテーション
	１．７％
	
	

	・（介護予防）特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
	３．０％

	
	

	・（介護予防）認知症対応型通所介護
	２．９％
	
	

	・（介護予防）小規模多機能型居宅介護
	４．２％
	
	

	・（介護予防）認知症対応型共同生活介護
	３．９％
	
	

	・介護福祉施設サービス
・地域密着型介護老人福祉施設
・（介護予防）短期入所生活介護
	２．５％

	
	

	・介護保健施設サービス
・（介護予防）短期入所療養介護（老健）
	１．５％

	
	

	・介護療養施設サービス
・（介護予防）短期入所療養介護
 （病院等（老健以外））
	１．１％

	
	


  表２　交付金非対象サービス
	サービス区分

	交付率


	・（介護予防）訪問看護
・（介護予防）訪問リハビリテーション
・（介護予防）福祉用具貸与
・特定（介護予防）福祉用具販売
・（介護予防）居宅療養管理指導
・居宅介護支援
・介護予防支援
	０％



　表３　キャリアパス要件等の適合状況に関する区分
	①
	 ４の一及び二をすべて満たす対象事業者

	②
	 ４の一又は二のいずれかを満たす対象事業者

	③
	 ４の一及び二のいずれも満たしていない対象事業者


【注】１０に規定する申請日：愛知県の場合は、「交付金の対象となるサービス提供開始月の１５日まで」となります。

